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Ｑ・子どもの貧困対策は
Ａ・健やかに育つ環境を整備したい

Q
本
町
の
子
ど
も
の

貧
困
を
把
握
し
て

い
る
か
。

A
生
活
福
祉
部
長

　

把
握
し
て
い
な
い
。

Q
子
ど
も
の
貧
困
対

策
に
関
す
る
大
綱

は
、
活
か
さ
れ
て
い
る
か
。

A
生
活
福
祉
部
長

　

町
は
大
綱
に
沿
っ
た
施

策
を
実
施
し
て
い
る
。

Q
貧
困
の
連
鎖
を
断

ち
切
る
地
域
未
来

塾
の
対
応
は
。

A
教
育
長

　

将
来
、
検
討
す
る
余
地

は
あ
る
が
、
ま
ず
は
、
現

状
の
学
習
支
援
を
充
実
さ

せ
て
い
き
た
い
。

Q
子
ど
も
の
貧
困
対

策
を
放
置
す
る
と
、

社
会
保
障
や
社
会
、
家
庭

の
マ
イ
ナ
ス
要
因
に
な
る

と
思
う
が
、
当
局
は
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

A
教
育
長

　

子
ど
も
の
将
来
が
、
そ

の
生
ま
れ
育
っ
た
環
境
に

よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
貧
困
の
状

況
に
あ
る
子
ど
も
が
、
健

や
か
に
育
成
さ
れ
る
環
境

を
整
備
し
た
い
と
考
え
る
。

Q
法
人
町
民
税
が
年

度
途
中
に
増
減
す

る
理
由
、
要
因
は
。

A
総
務
部
長

　

補
正
す
る
理
由
・
要
因

は
、
主
に
３
つ
あ
る
。
法

人
町
民
税
の
予
算
額
と
決

算
額
に
つ
い
て
は
、
乖
離

が
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

Q
町
税
過
誤
納
還
付

金
に
つ
い
て
。

A
総
務
部
長

　

返
金
の
予
算
措
置
が
町

税
過
誤
納
還
付
金
で
あ
り
、

地
方
税
法
上
の
規
定
か
ら

や
む
を
得
な
い
も
の
と
考

え
て
い
る
。

Q
還
付
加
算
金
の
率

と
、
そ
の
定
め
は
。

A
総
務
部
長

　

財
務
大
臣
の
告
示
し
た

割
合
に
加
算
し
た
割
合
で
、

平
成
2₇
年
は
１
・
８
％
と

な
っ
て
い
る
。

Q
今
後
の
法
人
町
民

税
に
つ
い
て
。

A
総
務
部
長

　

短
・
中
期
的
に
は
基
本

ベ
ー
ス
を
中
心
に
推
移
し

な
が
ら
、
長
期
的
に
は
若

干
の
右
肩
上
が
り
の
傾
向

で
推
移
し
て
い
く
。

Q
法
人
町
民
税
の
収

入
に
は
不
透
明
な

部
分
が
多
い
。
財
政
上
の

達
成
は
、
不
透
明
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
な
い
か
。

A
総
務
部
長

　

民
間
航
空
機
の
生
産
、

整
備
拠
点
の
集
積
は
、
産

業
や
観
光
の
振
興
に
大
き

く
寄
与
し
、
に
ぎ
わ
い
や

活
気
と
い
っ
た
目
に
見
え

な
い
経
済
効
果
は
、
計
り

し
得
な
い
も
の
が
あ
る
と

考
え
る
。

＼一般質問／

Q A&

Ｑ
・
法
人
町
民
税
の
動
向
と
町
財
政
に

対
す
る
影
響
は

Ａ
・
若
干
の
右
肩
上
が
り
で
推
移
し
て
い
る

元気に遊ぶ子どもたち
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